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～千葉県内の自転車が関係する死亡・重傷事故～ 

 

  令和６年中の県内の自転車が関係する死亡・重傷事故の発生状況は、千葉県警の 

調べで以下のとおりとなります。

【死亡・重傷事故発生件数と事故類型】                 

◇ 死亡・重傷事故発生件数       ：４０９件   

◇ 「自転車」対「車両」の事故件数：３４７件                  

◇ 自転車乗車中の当事者数       ：４４０人                          

（自転車が第１当事者 ９９人 構成率２２．５％）       

※ 特徴 

・自転車対車両の事故が全体の約８割を占めており、このうち、出会い頭の事故が約５割

を占めている 

・自転車乗車中の当事者は７５歳以上が最多である（４４０人中９２人） 

・高校生は、他の年齢層と比較して第１当事者の割合が高い（３６．６％） 
 

【自転車乗車中の事故当事者の違反】 

 ◇ 自転車乗車中の当事者の違反の有無：違反あり（１０５件）違反なし（２８２件） 

 ◇ 主な違反の内訳 

安全不確認        ：４５人（４２．９％） 

運転操作不適      ： ９人（８．６％）                    

信号無視          ：１２人（１１．４％） 

指定場所一時不停止：１１人（１０．５％） 

 

※ 特徴 

  ・自転車乗車中に何らかの違反が認められる割合は、死者・重傷者で約３割を占めている 

  ・違反内訳では安全不確認が約４割を占めている 

 

【ヘルメット着用率】 

  ◇ 自転車乗車中の死者・重傷者のヘルメット着用率は１７．３％で、令和５年（１３．８ 

  ％）より増加している 

◇  自転車乗車中の死者・重傷者の年齢層別ヘルメット着用率は、中学生が３５．８％と 

最も高く、高校生は６．８％と最も低い 

 

裏面あり☞ 

自転車に乗ったらあなたもドライバーt 



 

 

一定のケーブルカッター・ボトルクリッパーの 

       隠 匿 携 帯 が 禁 止 に な り ま し た ！ 

  

令和７年９月１日以降、「盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律（金属

盗対策法）」の施行に伴い、業務上の必要性など正当な理由なく、一定の長さ又は機

構を有するケーブルカッター及びボルトクリッパーを隠して携帯する「隠匿携帯」が

禁止されました。   

 

【指定金属切断工具の種別と要件】 

 金属盗対策法で禁止されているのは「指定金属切断工具」で、ケーブルカッターや 

 ボルトクリッパーなど、特定金属を切断する能力を持ち、一般消費者が日常生活で

用いることが少なく、かつ、特定金属製物品の搾取に供されるおそれが大きいと政

令で定められた工具を指します。                                                                                                      

                      

                               

   

 

 

 

 

 

 

 

 

主に銅線ケーブルを切断するための      工事現場などで使用される鉄線（番線 

  専用工具                  針金・釘・鉄筋・チェーンなど）を切断 

                        する専用工具 

  ≪携帯禁止サイズ≫             ≪携帯禁止サイズ≫ 

  長さ４５ｃｍ以上のもの、ラチェット     長さ７５ｃｍ以上のもの、電気装置又 

（回転式の刃体を特定の方向にのみ回転     は油圧装置を備えているもの。 

させる機構）を備えているもの。 

 

【罰則】 １年以下の拘禁刑または５０万円以下の罰金 

 

〈連絡先〉 

 茂原市役所 市民部 生活課 

 ℡ ０４７５－２０－１５０５（月～金 ８：３０～１７：１５） 
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